
京都市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例（令和２年１２月１８日京都市条

例第   号）（都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課） 

屋外広告物及び掲出物件の安全対策の更なる充実を図るため，次のとおり，京都市屋

外広告物等に関する条例の一部を改正することとしました。 

１ 屋外広告物又は掲出物件（以下「屋外広告物等」という。）のうち，その表示又は設

置に市長の許可を要しないものについても，管理義務の対象とすることとします。 

２ 管理する者が不在の屋外広告物等をなくすため，管理をしなければならない者とし

て，所有者及び占有者を加えることとします。 

３ 原則として全ての屋外広告物等について，これらを表示し，設置し，若しくは管理

する者又はこれらの所有者若しくは占有者に点検義務を課すこととします。 

４ 屋外広告物等の落下等の危険性を更に低減させるため，一部の屋外広告物等の点検

を有資格者に行わせることとします。 

  この条例は，令和３年４月１日から施行することとしました。 
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 京都市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和２年１２月１８日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

   京都市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例 

 京都市屋外広告物等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１３条の見出しを「（管理義務等）」に改め，同条第１項を次のように改める。 

  屋外広告物を表示し，若しくは掲出物件を設置している者，管理者又は屋外広告物若

しくは掲出物件の所有者若しくは占有者は，当該屋外広告物又は掲出物件に関し，補修，

除却その他必要な管理を行い，常に良好な状態に保持しなければならない。 

 第１３条第２項中「表示者等は，」を削り，「よる」の右に「許可を受けて，屋外広告物

を表示し，又は掲出物件を設置している者（以下「表示者等」という。）は，当該」を加え，

同条の次に次の１条を加える。 

（点検義務） 

第１３条の２ 屋外広告物を表示し，若しくは掲出物件を設置している者，管理者又は屋

外広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者は，当該屋外広告物又は掲出物件の

本体，接合部，支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検を行わなければならない。ただ

し，別に定める屋外広告物又は掲出物件については，この限りでない。 

２ 次の各号のいずれかに該当する屋外広告物又は掲出物件（別に定めるものを除く。）に

ついて前項の規定による点検を行う場合には，別に定める資格を有する者がこれを行わ

なければならない。 

   建築基準法第８８条第１項及び第２項において準用する同法第６条第１項又は第６

条の２第１項の規定による確認を要するもの 

   地上から屋外広告物又は掲出物件の上端までの高さが４メートルを超えるものであ

って，その表示又は設置後９年を経過したもの（前号に該当するものを除く。） 

３ 前項の規定にかかわらず，同項第２号に規定する屋外広告物又は掲出物件のうち，第

９条第５項の規定による更新の許可を受けなければならず，かつ，第１０条第１項第３

号の規定により当該許可の申請書に記載する期間中に当該屋外広告物又は掲出物件を

表示し，又は設置した日から９年を経過するものについては，当該許可の申請に際し，

前項の別に定める資格を有する者が，第１項の点検を行わなければならない。 
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 第２６条前段中「第２３条第１項又は第３項の規定による許可を受けた者」を「屋外広

告物等特別規制地区内に存する屋外広告物を表示し，若しくは掲出物件を設置している者

又は当該屋外広告物若しくは掲出物件の管理をする者，所有者若しくは占有者」に改め，

同条後段中「第１３条第１項から第３項までの規定」を「第１３条」に改め，「「第２３条

第１項又は第３項」と」の右に「，第１３条の２中「第９条第５項」とあるのは「第２３

条第３項」と」を加える。 

第３４条の６前段中「第３４条の３第１項，第２項又は第４項の規定による許可を受け

た者」を「車両等に存する屋外広告物を表示し，若しくは掲出物件を設置している者又は

当該屋外広告物若しくは掲出物件の管理をする者，所有者若しくは占有者」に改め，同条

後段中「第１３条第１項から第３項までの規定」を「第１３条」に改め，「第４項」と」の

右に「，第１３条の２中「第９条第５項」とあるのは「第３４条の３第４項」と」を加え

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の京都市屋外広告物等に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）第１３条の２第２項（同項第１号に規定するものを除く。）及び第３項（これら

の規定を改正後の条例第２６条及び第３４条の６において準用する場合を含む。）の規

定は，この条例の施行の際現に表示され，又は設置されている屋外広告物又は掲出物件

については，この条例の施行の日から起算して３年を経過する日までの間は適用しない。

この場合において，屋外広告物を表示し，若しくは掲出物件を設置している者，管理者

又は屋外広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者は，当該屋外広告物又は掲出

物件について，改正後の条例第１３条の２第２項に規定する別に定める資格を有する者

に点検を行わせるよう努めなければならない。 

（都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課） 

 


